
坂戸市告示第５６号 

坂戸市奨学金返還支援補助金交付要綱を次のように定める。 

令和６年３月２５日 

                  坂戸市長 石 川  清 

坂戸市奨学金返還支援補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、大学等の在学中に奨学金を利用し、卒業後に就職し、

かつ、市に定住する者に対し、奨学金の返還額の一部を補助することによ

り、当該者の経済的負担の軽減を図るとともに、若者の市への定住促進、

少子化対策の推進、教育の機会均等の確保及び地域産業の活性化に資する

ことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学

校のうち大学、高等学校及び高等専門学校、同法第９７条に規定する大

学院並びに同法第１２４条に規定する専修学校（専門課程に限る。）を

いう。 

 (2) 正規雇用労働者 次のいずれにも該当する者をいう。 

  ア 期間を定めないで雇用される労働者 

  イ 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）の規定による被保険者、船員

保険法（昭和 14 年法律第 73 号）の規定による被保険者又は私立学校

教職員共済法（昭和 28 年法律第 245 号）の規定による私立学校教職

員共済制度の加入者 

  ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定による被保険者 

 (3）自営業者 独立して自ら事業を営み、かつ、１年以上継続している者

をいう。 

 （補助対象奨学金） 

第３条  補助金の交付の対象となる奨学金（以下「補助対象奨学金」とい

う。）は、次の各号のいずれかに該当する奨学金とする。 

 (1) 独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）第１４

条第１項に規定する学資貸与金 

 (2) 他の地方公共団体が貸与する奨学金であって、市長が認めるもの 



 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

 (1) 補助金の交付を受けようとする前年度の１月１日現在において市に住

所を有し、初めて補助金の交付の申請をする日から起算して５年以上継

続して市内に居住することを約している者 

 (2) 大学等の在学期間に補助対象奨学金を借り受け、卒業後に補助対象奨

学金の返還をしており、かつ滞納している返還未済額がない者 

 (3) 補助金の交付申請を初めて行う日の属する年度の４月１日において、

満３０歳に満たない者 

 (4）市税を滞納していない者 

 (5）正規雇用労働者又は自営業者 

 (6）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は坂戸市暴力団排除条例（平

成２４年坂戸市条例第２９号）第３条第２項に規定する暴力団関係者で

ない者 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、申請日の属する年度の前年

度における補助対象奨学金の返還額に２分の１を乗じて得た額（その額に

1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、

算定期間において、この要綱による補助金と同種の他の補助金等（第７条

第１項第９号において「同種の補助金等」という。）の交付を受けている

場合にあっては、補助金の額から当該他の補助金等の合計額を控除するも

のとする。 

２ 補助金の上限額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

 (1）市内の企業に雇用されている正規雇用労働者又は市内で事業を営む自

営業者 １０万円 

 (2）前号に掲げる者以外の者 ８万円 

３ 次条に規定する補助対象期間における補助金の上限額は、前項第１号に

掲げる者にあっては 50 万円、同項第２号に掲げる者にあっては 40 万円

とする。 

４ 繰り上げて返還した奨学金の返還相当額及び延滞金は、第１項の返還額

に含まないものとする。 



 （補助対象期間） 

第６条 補助金の交付の対象となる期間は、前条第１項の規定により補助金

の額を算定するに当たって対象とした補助対象奨学金の返還が初めて行わ

れた月から５年間とする。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとす

る年度ごとに、坂戸市奨学金返還支援補助金交付申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添付して、９月末日までに市長に提出しなければならな

い。 

 (1) 申請者が大学等を卒業したことを証する書類の写し 

 (2）補助対象奨学金であることを証する書類 

 (3）申請年度の前年度に返還した奨学金の額が分かる書類 

 (4）返還するべき補助対象奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分か

る書類 

 (5) 正規雇用労働者の場合にあっては、在職証明書（様式第２号） 

 (6）自営業者の場合にあっては、自らの業を営むことを証する書類 

 (7）住民票の写し 

 (8) 納税証明書 

 (9）同種の補助金等の交付を受けている場合にあっては、同種の補助金等

の額が確認できるもの 

 (10) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項各号に掲げる書類のうち、その内容を公簿等により確認で

きるときは、当該書類の添付を省略することができる。 

 （補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、速

やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、坂戸市奨学金返

還支援補助金交付・不交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請者

に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、坂戸市奨学金返

還支援補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助

金を交付するものとする。 



 （補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第１０条 市長は、第８条の規定により補助金の交付決定を受けた者が偽り

その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補

助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又

は一部を返還させることができる。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則(令和８年３月 24 日告示第 73 号) 

 この告示は、公布の日から施行する。 



 
 

 

坂戸市奨学金返還支援補助金交付申請書 
 

年  月  日 
 

坂戸市長 あて 

 

申請者 住  所 

                    氏  名 

                 電話番号 

                 メールアドレス  

                 生年月日   年  月  日（満  歳） 

 

補助金の交付を受けたいので、坂戸市奨学金返還支援補助金交付要綱第７条第１項

の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。 

 

記 

申 請 区 分 □初回  □２回目以降 

奨 学 金 の 名 称 

□日本学生支援機構 第一種奨学金 

□日本学生支援機構 第二種奨学金 

□地方公共団体奨学金             

（名称               ） 

奨 学 金 借 入 残 高                    円 

勤務先の名称及び所在地 

※ 自営業等の場合は、その名称等  

名称 

□市内  □市外 

所在地 

就 職 年 月 日        年   月   日 

   年度奨学金等返還金額 
（    年  月～    年  月分） 

                   円 

交 付 申 請 額 

※ 前年度返還額の１／２ 

１，０００円未満切捨て 

                   円 

他 制 度 の 併 用 有 無 □有    □無 

同意書及び確認書 

（レ印を付けてください。） 

□本補助金の第１回目の申請の日から５年以上定住します。 

□申請時点において、支援対象となる奨学金の返還を延滞していません。 

□暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員又は坂戸市暴力団排除条例（平成２４年坂戸市

条例第２９号）第３条第２項に規定する暴力団関係者ではありません。 

□居住状況の確認に当たり、居住関係に係る住民基本台帳の情報について、この

補助金の担当課の職員が確認することに同意します。 

□この補助金の交付の決定に当たり、納税担当課で保有する市税の収納状況に係

る情報について、この補助金の担当課の職員が確認することに同意します。 

様式第１号（第７条関係） 



 

添付書類 

１ 大学等を卒業したことを証する書類の写し（初回申請時に限る） 

２ 独立行政法人日本学生支援機構又は他の地方公共団体が貸与した奨学金であ 

ることを証する書類（初回申請時に限る） 

３ 申請年度の前年度に返還した奨学金の額が分かる書類 

４ 返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類 

５ 正規雇用労働者の場合にあっては、在職証明書（様式第２号） 

６ 自営業の場合にあっては、自らの業を営むことを証する書類 

７ 住民票の写し（表面で職員が確認することに同意している場合は不要） 

８ 納税証明書（表面で職員が確認することに同意している場合は不要） 

９ この要綱による補助金と同種の他の補助金等の交付を受けている場合にあっ 

ては、補助金等の額が確認できるもの（他の制度と併用の場合に限る。） 

１０ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第７条関係）  

在職証明書 

 

ふ り が な 

被雇用者氏名 

 

（生年月日   年  月  日） 

就業(採用)年月日 年   月   日 

雇 用 形 態 

（該当項目にレ印） 

□ 雇用期間に定めがない。 

□ 雇用期間に定めがある。 

加入健康保険の名称  

雇 用 保 険 

（該当にレ印） 

□ 加入している。 

□ 加入していない。 

奨学金返還補助 

（該当項目にレ印） 

□ 補助している。 

□ 補助していない。 

□月額／□年額      円 

(補助金額を記入してください。) 

上記のとおり相違ありません。 

年  月  日 

 

             所 在 地 

         事業所 事業所名 

             代表者名             

             電話番号 

             担当者名 

 

 



 

坂戸市奨学金返還支援補助金交付・不交付決定通知書 

 

年  月  日 

 

         様 

 

坂戸市長              

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、坂戸市奨学

金返還支援補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり交付・不交付するこ

とに決定したので通知します。 

 

記 

 
１ 補助金交付決定額 金       円 

 

２ 不交付の場合の理由 

 

様式第３号（第８条関係） 



様式第４号（第９条関係）  

坂戸市奨学金返還支援補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

坂戸市長 あて 

請求者 住  所 

                      氏  名           

                      電話番号 

 

  年  月  日付け   第   号で交付決定のあった補助金につい

て、坂戸市奨学金返還支援補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記のとおり

請求します。 

 

記 

 

補助金交付請求額 金       円    

 

 上記金額を下記の口座に振り込んでください。 

金融機関名 
          銀  行 

          信用金庫        支店 

          農  協 

預 金 種 別  普通     当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

名義人氏名  

 


